
平成２０年３月１７日 
 
事 業 主  各  位 

 
日本金属プレス工業厚生年金基金 

 
 

平成１９年４月施行の法改正に伴う規約変更の認可について 
 
 
 時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 当基金の事業運営につきましては、日頃より格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 
 さて、標記の平成１９年４月施行の法律改正に伴う基金規約の変更の概要につきまし

ては、平成１９年３月発行の「基金だより」№154 の誌面におきまして、「当局から認

可され次第、事業主の皆様宛にご報告する。」旨掲載いたしたところです。 
このたび、当該規約変更の認可が下りましたので、新旧規約対照条文をご送付申し上

げます。 
 なお、認可内容は、申請内容（基金だよりに記載した内容）と同じであることを申し

添えます。 
 規約変更の主な概要は下記のとおりですが、詳細は、「基金だより」№154 の４頁～

９頁をご覧ください。 
 

記 
 
１. 離婚時の厚生年金の分割について、代行部分をその対象とします。ただし、基金独

自の加算部分は対象外です。 
２. ６５歳以降の老齢厚生年金の繰下げについて、本人の申出により繰下げした場合は、

６６歳以降に増額して支給されます。 
３. 受給権者の申出により、申出の翌月分から受給権を放棄された場合は、退職年金等

（基本年金又は加算年金）を支給停止することができます。 
 
※ 改定規約の全文、若しくは「基金だより」№154 の該当頁の写が必要な場合は、当

基金事務局（03-5638-7811）までご連絡ください。 
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（新旧対照表） 

新 旧 
（給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改

定の方法） 

第４４条 （略） 

２ 第４７条第１項に規定する平均標準給与額及び

同条第２項に規定する減額相当額の各々の算定の

基礎となる報酬標準給与の月額については、前項の

規定を準用するほか、法第２６条の規定を適用する

ものとする。 

 

（基本年金額及び加算年金額） 

第４７条  （略） 

２ 法第７８条の６第１項第１号及び第２項第１号

の規定により標準報酬の改定が行われた場合であ

って、この基金の加入員又は加入員であった者が第

１号改定者（法第７８条の２に定める第１号改定者

をいう。以下同じ。）に該当した場合の基本年金額

は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により計

算した額から、法第７８条の２第１項に規定する対

象期間のうちこの基金の加入員であった期間（当該

標準報酬の改定が行われたときに加入員である受

給権者である場合は、標準報酬改定請求（法第７８

条の２第２項に規定する標準報酬改定請求をいう。

以下同じ。）のあった日以前の直近の年金裁定又は

年金額の改定を行った際に基本年金額の計算の基

礎となった加入員期間に限る。）について、改定前

の標準報酬月額を基準として定めた報酬標準給与

の月額に改定割合（法第７８条の６第１項に規定す

る改定割合をいう。以下同じ。）を乗じた額及び改

定前の標準賞与額を基準として定めた賞与標準給

与の額に改定割合を乗じた額の総額を当該対象と

なる加入員期間の月数で除した額に１，０００分の

５．４８１（別表第１１の２の左欄に掲げる者につ

いては、同表の右欄のように読み替えるものとす

る。）を乗じた額に当該対象となる加入員期間の月

数を乗じて得た額（第４８条第２項において「減額

相当額」という。）を控除した額とする。 

３ 受給権者が法附則第７条の３又は法附則第１３

条の４の規定により老齢厚生年金の支給繰上げの

請求をしたときの基本年金額は、前２項の規定にか

かわらず、同項の規定により計算した額から、同項

の規定により計算した額に減額率（１，０００分の

５に、支給繰上げの請求日の属する月から６５歳

（給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改

定の方法） 

第４４条 （略） 

２ 第４７条第１項に規定する平均標準給与額の算

定の基礎となる報酬標準給与の月額については、前

項の規定を準用するほか、法第２６条の規定を適用

するものとする。 

 

 

（基本年金額及び加算年金額） 

第４７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
２ 受給権者が法附則第７条の３又は法附則第１３

の４の規定により老齢厚生年金の支給繰上げの請

をしたときの基本年金額は、

条

求 前項の規定にかかわら

、同項の規定により計算した額から同項の規定によ

計算した額に減額率（１，０００分の５に、支給繰

げの請求日の属する月から６５歳（法附則第１３条

ず

り

上
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新 旧 
（法附則第１３条の４の規定により支給繰上げの

請求をした者にあっては法附則第８条の２各項の

表の下欄に掲げる年齢）に達する日の属する月の前

月までの月数を乗じて得た率をいう。）を乗じて得

た額を減じた額とする。 
４ 法第４４条の３の規定による老齢厚生年金の支

給繰下げの申出をした者（当該繰下げの申出に係る

老齢厚生年金の受給権を取得した月前における加

入員であった期間が１月以上である者に限る。）の

基本年金額は、第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 

（1） 第１項又は第２項に定める基本年金額に相

当する額 

（2） 第１項又は第２項に定める基本年金額に相当

する額（老齢厚生年金の受給権を取得した日の

属する月（以下「受給権取得月」という。）の

前月までの加入員であった期間をその計算の

基礎とするものに限る。）に次に定める平均支

給率を乗じて得た額に、増額率（１，０００分

の７に受給権取得月から老齢厚生年金の支給

繰下げの申出をした日（以下「申出日」という。）

の属する月の前月までの月数（当該月数が６０

を超えるときは６０）を乗じて得た率をいう。）

を乗じて得た額（以下「繰下げ加算額」という。）

受給権取得月（受給権取得月から申出日の属す

る月までの期間が５年を超える場合にあって

は、当該申出日の５年前の属する月。以下本号

において「基準月」という。）の翌月から申出

日の属する月までの各月の支給率（当該各月の

うち、法第９条に規定する被保険者（以下｢被

保険者｣という。）である老齢厚生年金の受給権

者が法第４６条第１項に規定する属する月に

あっては第５５条第４項の規定により支給停

止することができる額を、第１項又は第２項に

定める基本年金額に相当する額（受給権取得月

の前月までの加入員であった期間をその計算

の基礎とするものに限る。）で除して得た率を

１から控除して得た率とし、当該属する月でな

い月においては１とする。）を合算して得た率

を基準月の翌月から申出日の属する月までの

月数で除して得た率 
５ （略） 
 

の

て

に

た

 

４の規定により支給繰上げの請求をした者にあっ

は法附則第８条の２各項の表の下欄に掲げる年齢）

達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得

率をいう。）を乗じて得た額を減じた額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ （略） 
 
４ （略） 
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新 旧 
６ （略） 
 
（端数処理） 
第４８条  （略） 
２ 給付の額を計算する過程において、１円未満の端

数が生じたときは、これを１円に切り上げるものと

する。ただし、減額相当額に１円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てる。 
 

（第１号改定者の標準報酬の改定に伴う年金額の変

更） 

第５３条の２ この基金は、第１種退職年金の受給権

者について法第７８条の６第１項第１号及び第２

項第１号の規定により標準報酬の改定が行われた

場合であって、当該受給権者が第１号改定者に該当

する場合は、当該改定に係る改定後の標準報酬を基

準として定めた報酬標準給与の月額及び賞与標準

給与の額（当該受給権者が加入員である場合は、標

準報酬改定請求のあった日以前の直近の年金裁定

又は年金額の改定を行った際に基本年金額の計算

の基礎となった加入員期間に係る報酬標準給与の

月額及び賞与標準給与の額に限る。）を基本年金額

の計算の基礎とするものとし、標準報酬改定請求の

あった日の属する月の翌月から、その額を改定する

ものとする。ただし、第１種退職年金の受給権者が

前条第１項ただし書き又は前条第２項に該当する

場合は、それぞれ同条各項に定める間の基本年金額

を零とする。 

２ この基金は、法第７８条の６第１項第１号及び第

２項第１号の規定により標準報酬の改定が行われ

たときは、当該改定に係る第１号改定者の老齢年金

給付の支給に関する義務の一部（法第８５条の３の

規定に基づき政府がこの基金から徴収する額に相

当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。）

を免れるものとする。 
 

（在職等による支給停止） 

第５５条  （略） 

２ （略） 
３ 被保険者である第１種退職年金の受給権者のう

ち、老齢厚生年金の受給権を有する者については、

当該老齢厚生年金が法第４６条第５項において読

み替えられた同条第１項の規定によりその全額（法

 
（端数処理） 

） 
する過程において、１円未満の端

支給停止

第４８条  （略

２ 給付の額を計算

数が生じたときは、これを１円に切り上げるものとす

る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ） 

） 

る第１種退職年金の受給権者のう

第５５条  （略

２ （略） 
３ 被保険者であ

ち、老齢厚生年金の受給権を有する者については、

当該老齢厚生年金が法第４６条第４項において読

み替えられた同条第１項の規定によりその全額に

つき支給を停止されている場合（法第１３３条の２
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新 旧 
第１３３条の２第２項に規定する繰下げ加算額を

除く。）につき支給を停止されている場合（法第１

３３条の２第３項に該当する場合を除く。）は、基

本年金額（第４７条第４項第２号に規定する繰下げ

加算額を除く。）に相当する額の支給を停止する。

４  被保険者である第１種退職年金の受給権者のう

ち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第１３３

条の２第３項（法附則第７条の３の規定による老齢

厚生年金の受給権を有する者については法附則第

７条の６第２項において読み替えられた法第１３

３条の２第３項を、法附則第１３条の４の規定によ

る老齢厚生年金の受給権を有する者については法

附則第１３条の７第２項において読み替えられた

法第１３３条の２第３項をいう。以下この項におい

て同じ。）に該当する場合には、前項の規定にかか

わらず、基本年金額（第４７条第４項第２号に規定

する繰下げ加算額を除く。以下この項において同

じ。）に相当する額のうち、基本年金額に第１号に

定める額を第２号に定める額で除した率を乗じて

得た額を超える部分について、その支給を停止す

る。 

(1) 加入員であった期間に係る法第１３２条第２項

に規定する額から法第１３３条の２第３項に規

定する支給停止額を控除して得た額 

(2) 加入員であった期間に係る法第１３２条第２項

に規定する額 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 
 

（受給権者の申出による支給停止） 

第５５条の２ この基金は、第１種退職年金の受給権

者が法第３８条の２第１項の規定による年金たる

保険給付（ただし、老齢厚生年金又は特例支給の老

齢厚生年金等の場合に限る。）の支給停止の申出を

した場合であって、当該受給権者がこの基金に支給

停止の申出をしたときは、同条第３項の撤回をする

までの間、次の各号のうち当該受給権者が選択した

年金額の支給を停止する。ただし、前条の規定によ

りその額の一部につき支給を停止されているとき

は、同条の規定により停止されていない部分の額の

支給を停止する。 

(1) 基本年金額の全額 

第３項に該当する場合を除く。）は、基本年金額に

相当する額の支給を停止する。 

 

  被保険者である第１種退職年金の受給権者のう

) 加入員であった期間に係る法第１３２条第２項

(2 ２条第２項

５ 

 

４

ち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第１３３

条の２第３項（法附則第７条の３の規定による老齢

厚生年金の受給権を有する者については法附則第

７条の６第２項において読み替えられた法第１３

３条の２第３項を、法附則第１３条の４の規定によ

る老齢厚生年金の受給権を有する者については法

附則第１３条の７第２項において読み替えられた

法第１３３条の２第３項をいう。以下この項におい

て同じ。）に該当する場合には、前項の規定にかか

わらず、基本年金額に相当する額のうち、基本年金

額に第１号に定める額を第２号に定める額で除し

た率を乗じて得た額を超える部分について、その支

給を停止する。 

 

 

(1

に規定する額から法第１３３条の２第３項に規

定する支給停止額を控除して得た額 

) 加入員であった期間に係る法第１３

に規定する額 

（略） 

６ （略） 

７ （略） 
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新 旧 
(2) 基本年金額の全額及び加算年金額のうち本人

が申し出た全額 

 

（老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止） 

第５５条の３ 第１種退職年金の受給権者が老齢厚

生年金の受給権を取得したときに老齢厚生年金の

請求をしないときは、第５５条の規定にかかわら

ず、老齢厚生年金の受給権取得月の翌月から申出日

の属する月までの間、基本年金額について、その支

給を停止する。 

２ 第１種退職年金の受給権者が老齢厚生年金の支

給の繰下げを行う場合は、老齢厚生年金の受給権取

得月の末日までに老齢厚生年金の繰下げを行う旨

をこの基金に申し出なければならない。 

３ 第１種退職年金の受給権者が老齢厚生年金の支

給繰下げの申出をした場合はその旨をこの基金に

申し出なければならない。 

４ 第１項の規定に基づき基本年金額の支給を停止

していた者が老齢厚生年金の支給の繰下げを撤回

する場合は、その旨をこの基金に申し出なければな

らない。この場合、老齢厚生年金の受給権を取得し

たときに遡って第１項の支給停止を解除するもの

とする。 

５ 第２項に規定する申出を老齢厚生年金の受給権

取得月の末日までに行っていない者が、老齢厚生年

金の支給の繰下げの申出をした場合は、老齢厚生年

金の受給権を取得したときに遡って同項の申出を

行ったものとし、老齢厚生年金の受給権を取得した

ときから老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした

ときまでの期間について基本年金額の支給を停止

するものとする。この場合において、当該期間に係

る基本年金額について過誤払が生じたときは、当該

者は当該過誤払された基本年金額をこの基金に対

し返還するものとする。 

 

（第１号改定者の標準報酬の改定に伴う年金額の変

更） 

第５７条の２ 第５３条の２の規定は、第２種退職年

金の額について準用する。この場合において、第５

３条の２の規定中「第１種退職年金」とあるのは「第

２種退職年金」と読み替えるものとする。 

 

（受給権者の申出による支給停止） 
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新 旧 
第５９条の２ 第５５条の２の規定（同条各号の規定

を除く。）は、第２種退職年金について準用する。

この場合において、第５５条の２の規定中「第１種

退職年金」とあるのは「第２種退職年金」と、「次

の各号のうち当該受給権者が選択した年金額」とあ

るのは「その額のうち基本年金額に相当する部分」

と読み替える。 

 

（老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止） 

第５９条の３ 第５５条の３の規定は、第２種退職年

金について準用する。この場合において、第５５条の

３の規定中「第１種退職年金」とあるのは「第２種退

職年金」と読み替える。 

 

（支給要件） 

第６２条 遺族一時金（次項に規定する部分を除く。）

は、加入員又は加入員であった者が、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給す

る。 
 (1) 加入員が加入員期間１５年未満で死亡したと

き。 

 (2) 加入員が加入員期間１５年以上で加入員の資

格を喪失（第３９条第１号に該当する場合を除

く。）し、第１種退職年金のうち加算年金額に相

当する部分の支給開始前に死亡したとき。 

(3) 第１種退職年金の受給権者が、支給済期間（第

１種退職年金のうち加算年金額に相当する部分

を支給した期間（第５５条の２の規定により第１

種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の

支給を停止されていた期間を含む。）をいう。以

下同じ。）１５年未満で死亡したとき。 

 

（年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の

締結） 

第７２条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 (1) （略） 

ア～イ （略） 

  ウ 政府が法第８５条の３の規定に基づきこの基

金から第１号改定者の加入員であった期間に係

る老齢年金給付の現価相当額の徴収を行うとき。

エ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給要件） 

一時金（次項に規定する部分を除く。）

 入員が加入員期間１５年未満で死亡したと

 ( 員が加入員期間１５年以上で加入員の資格

 ( 種退職年金

第６２条 遺族

は、加入員又は加入員であった者が、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給す

る。 
(1) 加

き。 

2)加入

を喪失（第３９条第１号に該当する場合を除く。）

し、第１種退職年金のうち加算年金額に相当する

部分の支給開始前に死亡したとき。 

3) 第１種退職年金の受給権者が、第１

のうち加算年金額に相当する部分の支給が開始

された後１５年を経過する前に死亡したとき。 

 

年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の

 （略） 

 

略） 

ウ

 

 

 

（

締結） 

第７２条

２ （略） 

３ （略） 

 (1) （略）

  ア～イ （

 

 

 

 （略） 

 (2) （略） 
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 (2) （略） 

４ （略） 

 

（給付現価負担金の受入れ） 

第７９条の２ この基金は、法附則第３０条の規定に

より政府から過去期間代行給付現価に係る負担金

を受け入れるものとする。 

 

（厚生年金の離婚分割に伴う徴収金の政府への納付）

第７９条の３ この基金は、政府から法第８５条の３

の規定による徴収金に係る納入告知があったとき

は、当該徴収金を納付するものとする。 

 
 
別表第１１の２ 
 

代行部分に相当する生年月日別給付乗率表 
昭和 ２年４月１日以前に生まれた者 1000 分の 10.0 

昭和 ２年４月２日から昭和 ３年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.86 

昭和 ３年４月２日から昭和 ４年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.72 

昭和 ４年４月２日から昭和 ５年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.58 

昭和 ５年４月２日から昭和 ６年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.44 

昭和 ６年４月２日から昭和 ７年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.31 

昭和 ７年４月２日から昭和 ８年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.17 

昭和 ８年４月２日から昭和 ９年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.954 

昭和 ９年４月２日から昭和１０年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.854 

昭和１０年４月２日から昭和１１年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.762 

昭和１１年４月２日から昭和１２年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.662 

昭和１２年４月２日から昭和１３年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.569 

昭和１３年４月２日から昭和１４年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.469 

昭和１４年４月２日から昭和１５年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 6.377 

昭和１５年４月２日から昭和１６年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.978 

昭和１６年４月２日から昭和１７年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.890 

昭和１７年４月２日から昭和１８年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.802 

昭和１８年４月２日から昭和１９年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.722 

昭和１９年４月２日から昭和２０年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.642 

昭和２０年４月２日から昭和２１年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 5.562 

 
 
日本金属プレス工業厚生年金基金規約の一部を変更

する規約（昭和５０年３月３１日認可）附則 
（選択一時金の額） 
第９条 選択一時金の額は、次の各号に掲げる額を合

算した額とする。 
(1)前条第１項第１号に該当する者については、加

入員期間及び一時金の選択を申し出たときの年

齢に応じ、別表第８に定める額。 
(2)前条第 1 項第 2 号に該当する者については、第 1
種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額

並びに既に加算年金額に相当する部分を支給し

４ （略） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本金属プレス工業厚生年金基金規約の一部を変更

額は、次の各号に掲げる額を合

号に該当する者については、加

(2 いては、第 1

 

する規約（昭和５０年３月３１日認可）附則 
（選択一時金の額） 
第９条 選択一時金の

算した額とする。 
(1)前条第１項第１

入員期間及び一時金の選択を申し出たときの年

齢に応じ、別表第８に定める額。 
)前条第 1 項第 2 号に該当する者につ

種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額

並びに既に加算年金額に相当する部分を支給し

た期間に応じ、別表第６に定める額。 
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た期間（第５５条の２の規定により第１種退職年

金のうち加算年金額に相当する部分の支給を停

止されていた期間を含む。）に応じ、別表第６に

定める額。 

(3)前条第２項及び第３項に該当する者については、

連合会の規約の定めるところにより計算した一時

金の額。 
 
日本金属プレス工業厚生年金基金規約の一部を変更

する規約（平成１５年３月３１日認可）附則 

（給付に関する経過措置） 

第３条  （略） 

２～３  （略） 

４ 前２項のいずれかに該当する者が法附則第７条

の３又は法附則第１３条の４の規定により老齢厚生

年金の支給繰上げの請求をしたときの基本年金額

は、前２項の規定により計算された基本年金額に基

づいて第４７条第３項の規定を適用して計算した額

とする。 

 

附 則 

 
（施行期日） 
第１条 この規約は、認可の日から施行し、平成１９

年４月１日から適用する。ただし、第７９条の２の

規定は、平成１８年４月１日から適用する。 
 
（厚生年金の離婚分割に伴う年金額の変更に関する

経過措置） 

第２条 法第７８条の６第１項第１号及び第２項第

１号の規定により標準報酬の改定が行われたとき

であって、改正後の規約第４７条第２項に定める法

第７８条の２第１項に規定する対象期間のうちこ

の基金の加入員であった期間（以下「減額対象期間」

という。）の全部又は一部が平成１５年４月１日前

の期間である場合の減額相当額は、改正後の規約第

４７条第２項の規定にかかわらず、次の各号に定め

る額を合算した額とする。 

(1) 減額対象期間のうち平成１５年４月１日以後

の期間について、改定前の標準報酬月額を基準と

して定めた報酬標準給与の月額に改定割合を乗

じた額及び改定前の標準賞与額を基準として定

めた賞与標準給与の額に改定割合を乗じた額の

総額を当該期間の月数で除した額に１，０００分

 

)前条第２項及び第３項に該当する者については、

連合会の規約の定めるところにより計算した一時

 
日 ス工業厚生年金基金規約の一部を変更

る規約（平成１５年３月３１日認可）附則 

れかに該当する者が法附則第７条

第１３条の４の規定により老齢厚生

 

(3

金の額。 

本金属プレ

す

（給付に関する経過措置） 

第３条  （略） 

２～３  （略） 

４ 前２項のいず

の３又は法附則

年金の支給繰上げの請求をしたときの基本年金額

は、前２項の規定により計算された基本年金額に基

づいて第４７条第２項の規定を適用して計算した額

とする。 
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の５．４８１（別表第１１の２の左欄に掲げる者

については、同表の右欄のように読み替えるもの

とする。）を乗じた額に当該期間の月数を乗じて

得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てる。） 

(2) 減額対象期間のうち平成１５年４月１日前の

期間について、改定前の標準報酬月額を基準とし

て定めた標準給与の月額に改定割合を乗じた額

の総額を当該期間の月数で除した額に１，０００

分の７．１２５（附則別表第１の左欄に掲げる者

については、同表の右欄のように読み替えるもの

とする。）を乗じた額に当該期間の月数を乗じて

得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てる。） 

２ 法第２６条第１項に該当する者の前項における

減額相当額の算定の基礎となる報酬標準給与の決

定方法については、法第２６条の規定の例による。

 

（老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止に関す

る経過措置） 

第３条 改正後の規約において、第４７条第４項、

第５５条第３項並びに第４項（第５９条で準用する

場合を含む。）及び第５５条の３（第５９条の３で

準用する場合を含む。）の規定は、平成１９年４月

１日前において老齢厚生年金の受給権を有する者

については、適用しない。 

 

（老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止を行う場

合の基本年金額に関する経過措置） 

第４条  第１種退職年金又は第２種退職年金の受

給権者が法第４４条の３の規定による老齢厚生年

金の支給繰下げの請求をしたときであって、当該受

給権者の老齢厚生年金の受給権を取得した日の属

する月の前月までの加入員であった期間の全部又

は一部が平成１５年４月１日前の期間である場合

は、改正後の規約第４７条第４項中「第１項又は第

２項」とあるのを「第１項、第２項又は日本金属プ

レス工業厚生年金基金規約の一部を変更する規約

（平成１５年３月３１日認可）附則第３条第２項若

しくは第３項」と読み替えて適用するものとする。
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附則別表第１ 
 

代行部分に相当する生年月日別給付乗率表 
昭和 ２年４月１日以前に生まれた者 1000 分の 10.0 

昭和 ２年４月２日から昭和 ３年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.86 

昭和 ３年４月２日から昭和 ４年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.72 

昭和 ４年４月２日から昭和 ５年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.58 

昭和 ５年４月２日から昭和 ６年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.44 

昭和 ６年４月２日から昭和 ７年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.31 

昭和 ７年４月２日から昭和 ８年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.17 

昭和 ８年４月２日から昭和 ９年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 9.04 

昭和 ９年４月２日から昭和１０年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.91 

昭和１０年４月２日から昭和１１年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.79 

昭和１１年４月２日から昭和１２年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.66 

昭和１２年４月２日から昭和１３年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.54 

昭和１３年４月２日から昭和１４年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.41 

昭和１４年４月２日から昭和１５年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 8.29 

昭和１５年４月２日から昭和１６年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.771 

昭和１６年４月２日から昭和１７年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.657 

昭和１７年４月２日から昭和１８年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.543 

昭和１８年４月２日から昭和１９年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.439 

昭和１９年４月２日から昭和２０年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.334 

昭和２０年４月２日から昭和２１年４月１日までの間に生まれた者 1000 分の 7.230 
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